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藤 沢 市 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録  

 

 藤沢市農業委員会総会を令和５年１２月２５日（月）、本庁舎５階 ５－１・５－２

会議室に招集する。 

 

出席委員は、次のとおり 

 １番 落 合 喜 治 １５番 伊 澤 忠 治 

 ２番 小 林 正 幸 １６番     井 出 茂 康 

 ３番 永 野 良 徳 １８番    北 村 利 夫 

 ４番 田 代 惠美子 １９番 宮 治 政 彦 

 ５番 西 山 弘 行 ２０番 安 藤 康 彦 

 ６番 関 根 栄 一 ２１番 佐 藤 智 哉 

 ７番 齋 藤 義 治  ２２番 澤 野 孝 行 

 ８番 井 上 哲 夫 ２３番   平 川 勝 昌 

 ９番 上 田 洋 子 ２４番 神 﨑 享 子 

１０番 吉 川   誠 ２５番 砂 川 耕 介 

１１番 飯 田 芳 一 

 

１２番 三 上 健 一 

１４番 加 藤   登 

 

欠席委員は、次のとおり 

１３番 吉  原    豊 １７番 漆 原 豊 彦 

 

農業委員会事務局職員の出席は、次のとおり  

事 務 局 長    村 山 勝 彦    主幹 坂 間 英 己       上級主査 山 澤 成 司 

事 務 職 員 松下 翔太郎  
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委員会の日程は、次のとおり 

 

日程第 １ 議案第  ６１号  農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ２ 議案第  ６２号  農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第 ３ 議案第  ６３号  非農地証明願について 

日程第 ４ 議案第  ６４号  都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく事業計

画について 

日程第 ５ 議案第 ６５号 特定農地貸付け承認取消しについて  

日程第 ６ 議案第 ６６号 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の申し

出について 

日程第 ７ 報告第 ２０号 農地の貸借の合意解約通知について  

日程第 ８ 議案第 ６７号 農地中間管理事業に係る農業経営基盤強化促進法に基

づく農用地利用集積計画の決定について  

日程第 ９ 報告第 ２１号 藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告につ

いて 
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開会 午後２時３４分 

 

事務局（村山勝彦事務局長） それでは、皆様、こんにちは。 

定刻を過ぎておりますけれども、ただいまから「藤沢市農業委員会総会」を

開催させていただきます。 

本日、遅れている委員の方が５名ほどいらっしゃいますので、今、席は空い

ておりますけれども、定数は充足していますので、始めさせていただきます。 

 それでは、齋藤会長から御挨拶をお願いいたします。 

会長（齋藤義治委員） 皆さん、こんにちは。委員の皆様方におかれましては、暮れ

の大変お忙しい中を、総会にお越しをいただきまして、まことにありがとうご

ざいます。 

今年も、あとわずかということでございますが、今月は、湘南地区連合会の

研修会を行いました。また、その後、もう一つ新規就農者を対象にした認定農

業者経営セミナーが横浜であって、私、２か所とも行ってきましたけれども、

そのときの話の底流に感じられたのは、「農業は大変厳しい」ということでし

た。 

その中でも、特に、今後、農業者がどんどん減っていくだろうということは

言われていました。１０年後には大きく減少してしまう、あるいは２０年後に

は、日本の農業の約９割がなくなるのではないかということも予測をされてお

ります。 

そういうことを踏まえながら、いろいろ話を聞いていましたが、日本の中で

も、この神奈川県に関しては「都市型農業」ですから、逆に言ったら、これは、

農業が一つのチャンスになるのではないかなということは、いろいろなセミナ

ーを聞いていて感じました。 

ほかの地域を見ていましても、確かに過疎地と言われるような、そういうと

ころは無理かなと感じるのですが、都市型の農業ですと、消費者の方がすぐ横

におられるわけですから、逆に、とてもいいのではないかなということは、そ

ういうセミナーの中でも感じました。  
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そうした中で、これから「農地」というものが非常に変わっていきます。特

に今年の春に、農業経営基盤強化促進法という法律が変わりまして、下限面積

がなくなりました。下限面積がなくなって、農地を誰でも取得できるというの

が、現在の状況でございます。  

ですから、これは、この間の農業会議の中でもお話がありましたけれども、

他市町村では、一般の方が農地を買いに来て、どのように対応したらいいのか

ということを言われているところもございました。  

今までですと、下限面積があったり、あるいは農業の従事日数ですとか、い

ろいろな条件がございましたが、法律が変わった関係で、農業者であれば買う

ことができるということです。  

ですから、先ほど局長に、藤沢市ではどうなのか、聞いたのですが、藤沢市

では、今のところ、そういうことはまだないということですけれども、今後は、

これが増えていくと思います。  

そうすると、今日、うちの地区協でもありましたが、有機農業をやるという

ことで来ておられますと、例えばいろいろな振興地域の中で農地を買って有機

農業をやるとなると、近隣にいろいろな被害というか、いろいろな変化が出る

と思われますので、それは、それを条件に、「農地は売れないよ」と言うこと

が、今のところは、法律的にはなかなか難しいのではないかということも言わ

れておりますので、今後、これがどうなるのかということは、ひとつ気になる

ところでございます。 

それからもう一つ、これは、ちょっと考えていただきたいのですが、「田ん

ぼの畑地化」です。国も、田んぼを畑にするということで、今年の補正予算で

７５０億円が出ました。それで、来年度も田んぼを畑にするということで、国

も盛んに何か言っていますけれども、今、４００万ヘクタールぐらい田んぼが

あるわけですが、その半分近くを畑にしようということで、今やっています。

補助金も出るそうです。１反当たり１４万円だそうです。１４万円出て、畑に

していこうというふうな話が進んでおります。 

皆様方、農業新聞をとっておられると思いますけれども、これからちょっと
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気にしていただきたいと思うのは、その畑にしたところを、国がどうしようと

しているかというと、いわゆる麦と大豆を作れと言うんですよ。麦と大豆を作

って、それが、果たして商売になるのかということを、すごく危惧しています。  

というのは、今、小麦粉をアメリカやカナダから輸入していますけれども、

１トン幾らなのか、御存じの方いらっしゃいますか。１トンの輸入価格が、今

６万８，０００円です。１トンの小麦粉を作るのに、２反から３反ぐらいの畑

が要るんですよね。それで、６万８，０００円の小麦粉を作って、本当に外国

の商品と対抗できるのかと、首をかしげるところがすごく多いのですが、国は、

いわゆる補助金を出して、そこを畑にして、それで野菜を作ったり何かしろと

いうことですけれども、これからは、多分、野菜の価格も下がると思います。  

ですから、そういう関係で農業が減っていくことも言われているのが実情だ

と思いますので、いろいろなセミナーがございます。前回の湘南地区連合会に

おいて、竹下先生も、そういうことを話しておられますので、機会があったら、

いろいろなセミナー等に、ぜひとも参加をしていただきたいと思っております。 

それでは、１２月の総会を開催いたします。 

よろしく御協力のほどをお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。 

事務局（村山勝彦事務局長） ありがとうございました。 

これより議事に入りますが、藤沢市農業委員会総会会議規則第５条の規定に

基づき、齋藤会長に議長をお願いいたします。 

議長（齋藤義治委員） それでは、しばらくの間、議長を務めさせていただきます。  

 なお、本会議を公開することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） 事務局、本日の傍聴人はいらっしゃいますか。  

事務局（松下翔太郎事務職員） いいえ、いらっしゃいません。 

議長（齋藤義治委員） はい。 

それでは、これより会議を開きます。 

 なお、議事録署名人につきましては、議席番号順により、１０番の吉川 誠委

員と１１番の飯田芳一委員の御両名にお願いをいたします。 
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これより議事に入ります。 

日程第１、議案第６１号「農地法第３条の規定による許可申請について」を

上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

山澤上級主査。 

事務局（山澤成司上級主査） それでは、「農地法第３条の規定による許可申請につ

いて」を説明させていただきます。議案書は２ページをお開きください。  

地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、従事者、所有面積、耕作

面積、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、地番、打

戻の１筆。地目、記載のとおり。地積、６００㎡。権利の種類、売買による所

有権移転。申請理由、譲受人、農業経営規模拡大のため。譲渡人、譲受人の要

望により。 

番号２。譲受人、住所氏名、従事者、所有面積、耕作面積、記載のとおり。

譲渡人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、地番、獺郷の２筆。地目、記載

のとおり。地積、合計１，５８３㎡。権利の種類、売買による所有権移転。申

請理由、譲受人、農業経営規模拡大のため。譲渡人、譲受人の要望による。  

番号３。譲受人、住所氏名、従事者、所有面積、耕作面積、記載のとおり。

譲渡人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、地番、獺郷の１筆。地目、記載

のとおり。地積、２５２㎡。権利の種類、売買による所有権移転。申請理由、

譲受人、農業経営規模拡大のため。譲渡人、譲受人の要望による。 

番号４。譲受人、住所氏名、従事者、所有面積、耕作面積、記載のとおり。

譲渡人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、地番、獺郷の３筆。地目、記載

のとおり。地積、合計８９６㎡。権利の種類、売買による所有権移転。申請理

由、譲受人、農業経営規模拡大のため。譲渡人、譲受人の要望による。  

議案書は３ページに移ります。 

地区、引き続き、御所見・遠藤。番号５。譲受人、住所氏名、従事者、所有

面積、耕作面積、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、

地番、宮原の１筆。地目、記載のとおり。地積、２，１８５㎡。権利の種類、
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売買による所有権移転。申請理由、譲受人、農業経営規模拡大のため。譲渡人、

譲受人の要望による。 

地区、六会・長後。番号６。譲受人、住所氏名、従事者、所有面積、耕作面

積、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、地番、長後

の８筆。地目、記載のとおり。地積、合計３，６３６㎡。権利の種類、贈与に

よる所有権移転。申請理由、譲受人、譲渡人の要望による。譲渡人、農業経営

継承のため。持分２分の１ずつになります。  

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

それでは、番号１について意見を求めます。  

３番、永野良徳委員。 

３番（永野良徳委員） 資料は１ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、市道遠藤・宮原線にある「打戻大仲」交差点

から南東に約２００ｍの土地になります。 

    地区協におきまして、譲受人と面談をいたしました。 

譲受人は、打戻などで露地野菜や水稲の生産により農業経営を行っておりま

す。 

このたび、農業経営規模拡大を図るため、所有する畑の隣地である当該農地

を新たに取得するとのことです。 

   申請地については、ジャガイモを生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

    以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２と番号３に

ついて意見を求めます。 
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    １２番、三上健一委員。 

１２番（三上健一委員） 資料は３ページをお開きください。  

    番号２及び３は、譲受人が同一で申請地が隣り合っているため、まとめて意

見を行うものです。 

本件の申請地につきましては、県道丸子・中山・茅ヶ崎線の「宮原」交差点

から南東に約４００ｍの土地３筆になります。 

    地区協におきまして、譲受人と面談いたしました。  

譲受人は、打戻などで露地野菜や水稲の生産により農業経営を行っています。 

このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とです。 

申請地につきましては、トマトを生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 次の番号４も続けてお願いします。 

１２番（三上健一委員） 資料は６ページをお開きください。  

本件の申請地は、市道遠藤・宮原線にある「榎戸」交差点から西に約５００

ｍの土地になります。 

    地区協におきまして、譲受人と面談いたしました。  

譲受人は、獺郷などで畜産や野菜の生産により農業経営を行っています。 

このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とです。 

申請地については、牧草を生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） ただいま、番号２と番号３、そして番号４の説明が終わりま

した。 
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他に何か意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号５について意

見を求めます。 

    １０番、吉川 誠委員。 

１０番（吉川 誠委員） 資料は８ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、目久尻川にかかる大昭橋から東に約１００ｍ

の土地になります。 

    地区協におきまして、譲受人と面談いたしました。  

譲受人は、宮原などで花卉栽培や野菜の生産により農業経営を行っておりま

す。 

このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とです。 

申請地については、花苗を生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

    以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号６について意

見を求めます。 

    ８番、井上哲夫委員。 

８番（井上哲夫委員） 資料は１０ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、「藤沢市北消防署 長後出張所」から北東に約

１５０ｍの土地８筆になります。 

    地区協におきまして、譲渡人と面をいたしました。 
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譲渡人世帯は、長後で露地野菜や水稲の生産により農業経営を行っています。 

このたび、農業経営継承ため、当該農地の持分２分の１を世帯員に贈与する

ものです。 

なお、譲渡人と譲受人は同一世帯であるため、農地の増減は発生しません。 

申請地については、ナスや水稲を生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第６１号について、許可をすることに御異議はございませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第６１号について、許可することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

日程第２、議案第６２号「農地法第５条の規定による許可申請について」を

上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

山澤上級主査。 

事務局（山澤成司上級主査） それでは、「農地法第５条の規定による許可申請につ

いて」を説明させていただきます。議案書は４ページをお開きください。 

地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、

住所氏名、経営面積、記載のとおり。耕作者、住所氏名、記載のとおり。当該

農地、地番、打戻の１筆。地目、記載のとおり。地積、６９７㎡。内容、所有

権移転。駐車場。農用地区域除外日、昭和５９年４月２０日。第２種農地にな

ります。 
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続きまして、番号２。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、

経営面積、記載のとおり。耕作者、住所氏名、記載のとおり。当該農地、地番、

遠藤の１筆。地目、記載のとおり。地積、５８２㎡。内容、一時転用。賃借権

設定。仮設作業場。期間、令和６年２月１日から令和６年３月３１日まで。農

用地区域除外日、平成２年３月３１日。第１種農地になります。 

続きまして、地区、六会・長後。番号３。譲受人、住所氏名、記載のとおり。

譲渡人、住所氏名、経営面積、記載のとおり。耕作者、住所氏名、記載のとお

り。当該農地、地番、円行の２筆。地目、記載のとおり。地積、合計２６８㎡。

内容、所有権移転による資材置場及び駐車場。農用地区域除外日、一筆が平成

９年５月１４日、もう一筆が当初より。第２種農地となります。 

議案書は５ページをお開きください。 

引き続き、地区、六会・長後。番号４。譲受人、住所氏名、記載のとおり。

譲渡人、住所氏名、経営面積、記載のとおり。耕作者、住所氏名、記載のとお

り。当該農地地番、円行の２筆。地目、記載のとおり。地積、合計８９１㎡。

内容、所有権移転による資材置場及び駐車場。農用地区域除外日、一筆は、平

成９年５月１４日、もう一筆は当初より。第２種農地となります。 

続きまして、番号５。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、

経営面積、記載のとおり。耕作者、住所氏名、記載のとおり。当該農地、地番、

石川の１筆。地目、記載のとおり。地積、１，２３１㎡。内容、賃借権設定に

よる資材置場。農用地区域除外日は、昭和５９年４月２０日。第３種農地とな

ります。 

続きまして、番号６。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、

経営面積、記載のとおり。耕作者、住所氏名、記載のとおり。当該農地、地番、

石川の１筆。地目、記載のとおり。地積、２４８㎡。内容は、使用貸借権設定

による自己住宅。農用地区域除外日、昭和５９年４月２０日。第３種農地とな

ります。 

番号７。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、経営面積、

記載のとおり。耕作者、住所氏名、記載のとおり。当該農地、地番、長後の１
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筆。地目、記載のとおり。地積、４７０㎡。内容ですが、所有権移転による資

材置場。農用地区域除外日は、当初より。第２種農地となります。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

それでは、番号１について意見を求めます。  

３番、永野良徳委員。 

３番（永野良徳委員） 資料は１２ページをお開きください。  

本件の申請地につきましては、御所見市民センターから南東に約３５０ｍの

土地になります。 

    農地の区分は、５００ｍ以内に御所見市民センターがあるため、「第２種農

地」と判断いたしました。 

    譲受人は、打戻で芝生管理業を営んでおり、これまで借りていた車両置場の

契約解除が近づいていることから、代替地を探していたところ、本社からのア

クセスもよい申請地が適地であると判断したとのことです。  

    申請地は、北側が宅地、西側及び南側が道路、東側は水路になります。 

    出入口は西側で、北側は既存ブロック、東側は既存コンクリート板の土留め

を使用し、南側は新設のコンクリート板土留めを設置します。西側及び南側は、

道路側の一部をアスファルト敷きとし、土砂等の流出を防ぎます。 

敷地内は、砕石敷きで転圧処理し、雨水については、敷地内浸透処理としま

す。 

    隣接する道路・水路については、道路管理課と協議済みとのことです。  

地区協においては、譲受人と面談し、周辺の隣接地に影響がないよう十分配

慮することなどについて指導をいたしました。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２について意
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見を求めます。 

１５番、伊澤忠治委員。 

１５番（伊澤忠治委員） 資料は１４ページをお開きください。  

申請地につきましては、市道大庭・獺郷線にある「苅込」交差点から南西に

約２００ｍの土地になります。 

    本件は、本申請地に隣接する鉄塔の改修工事を行うため、仮設作業場として

一時転用するものです。 

    農地の区分は、一団の農地が１０ヘクタールを超えているため、「第１種農

地」と判断いたしました。 

    第１種農地は、原則転用不可ですが、仮設作業場としての一時転用申請のた

め、農地に戻す前提で申請されていますので、例外的に許可できる案件となり

ます。 

申請地は、畑に囲まれており、南側に隣接する茅ヶ崎市の農地も、同時に一

時転用を行うものです。 

出入口は、茅ヶ崎市側の申請地となり、周囲を高さ１．８ｍのガードフェン

ス等で仮囲いし、土砂等の流出・飛散を防止します。  

工事期間は、令和６年２月１日から令和６年３月３１日を見込んでおります。 

    地区協においては、譲受人と面談し、周辺の農地に十分配慮することなどに

ついて指導いたしました。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号３について意

見を求めます。 

２０番、安藤康彦委員。 

２０番（安藤康彦委員） 資料は１６ページをお開きください。  

本件の申請地につきましては、円行にある「多摩大学湘南キャンパス」から
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南西に約２００ｍの土地になります。 

    農地の区分は、農用地区域外であり、第１種農地及び第３種農地のいずれの

要件にも該当しないため、「第２種農地」と判断しました。 

譲受人は建築業等を営んでおり、市内の資材置場を所有していますが、事業

規模拡大により、現在使用している資材置場等では手狭になることから、規模

の見合う適地を探しており、規模的にも都合がよく、本社からのアクセスもよ

い申請地が適地であると判断したとのことです。  

申請地は、北側が水道施設、東側が遊歩道、西側が道路、南側が畑になりま

す。 

出入口は西側で、出入口を除き西側と南側には、地上高約７０㎝になるよう

コンクリートブロックを設置し、土砂等の流出を防ぎます。北側と東側の境界

には、既存の土留めがありますので、それを利用し、被害防除とします。  

敷地内は砕石敷きにして転圧処理し、雨水については、敷地内浸透処理とし

ます。 

    地区協においては、譲受人の代理人と面談し、周辺に残る農地に影響がない

よう十分配慮することなどについて指導しました。  

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号４について意

見を求めます。 

    ２０番、安藤康彦委員。 

２０番（安藤康彦委員） 資料は１８ページをお開きください。  

    本件の申請地につきましては、円行にある「多摩大学湘南キャンパス」から

南西に約２００ｍの土地になります。 

    農地の区分は、農用地区域外であり、第１種農地及び第３種農地のいずれの

要件にも該当しないため、「第２種農地」と判断しました。 
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譲受人は、土木・水道工事業等を営んでおり、これまで、市内の資材置場を

借りていましたが、契約期間の満了が近づいているため、代替地を探していた

ところ、本社からのアクセスもよい申請地が適地であると判断したとのことで

す。 

申請地は、北側が畑、東側及び西側が道路、南側は資材置場及び畑になりま

す。また、申請地の間にある水路については、資材等を置かないことを市道路

管理課と調整済みとのことです。  

出入口は、それぞれ接道側で、それ以外の部分については、地上高約２０㎝

になるよう土留め鋼板及びコンクリートブロックを設置し、土砂等の流出を防

ぎます。 

敷地内は砕石敷きにして転圧処理し、雨水については、敷地内浸透処理とし

ます。 

    地区協においては、譲受人の代理人と面談し、周辺に残る農地に影響がない

よう十分配慮することなどについて指導しました。  

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号５について意

見を求めます。 

    ４番、田代惠美子委員。 

４番（田代惠美子委員） 資料は２０ページをお開きください。  

本件の申請地につきましては、「善行中学校」から西に約４００ｍの土地に

なります。 

    農地の区分は、前面が建築基準法上の道路であり、水道管及び下水道管が埋

設されており、近隣には善行小学校と善行中学校があるため、「第３種農地」

と判断いたしました。 

譲受人は建設業を営んでおり、以前は、資材置場を有していましたが、契約



16 

 

期間満了のため返還しており、現在、資材は現場に置いているとのことです。  

業務の効率化のため、常置する資材置場を確保する必要があり、本社からの

アクセスもよい申請地が適地であると判断したとのことです。  

申請地は、北側が雑種地、東側が道路、西側は宅地及び畑、南側が畑になり

ます。 

出入口は東側で、それ以外の部分については、単管パイプ及び鋼板フェンス

を設置し、土砂等の流出を防ぎます。  

敷地内は砕石敷きにして、一部を除き転圧処理し、雨水については、敷地内

浸透処理とします。 

地区協においては、譲受人と面談し、周辺に残る農地に影響がないよう十分

配慮することなどについて指導しました。  

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号６について意

見を求めます。 

    ４番、田代惠美子委員。 

４番（田代惠美子委員） 資料は２２ページをお開きください。  

    本件の申請地につきましては、「善行中学校」の南に隣接している土地にな

ります。 

    農地の区分は、前面が建築基準法上の道路であり、水道管及び下水道管が埋

設されており、近隣には中原公園と善行中学校があるため、「第３種農地」と

判断いたしました。 

譲受人は、現在、市内の賃貸住宅に居住しておりますが、家族が３人で、現

在の間取りでは手狭な状況となってきており、より広い住居の建築を計画して

いたところ、本家に近い申請地が分家住宅の建設地として最適と考え、分家住

宅の建築敷地として転用を行うものです。  
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申請地の北側と東側が道路、その他が譲渡人所有の農地となっています。  

出入口は北側で、申請地は道路より高いため、切土を行います。また、道路

側溝の切り下げを行うため、市の道路管理課と協議及び申請を行っていること

を確認しております。 

出入口を除き、コンクリートブロックを２～５段積みの上にフェンスを設置

し、隣地に影響がないよう計画しています。  

敷地内は転圧し、雨水については浸透マスを設置し、敷地内浸透処理としま

す。汚水については、道路内の公共下水道施設に接続処理をします。 

    地区協において、譲受人の代理人と面談し、周辺に残る農地に影響がないよ

う十分配慮することなどについて指導いたしました。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号７について意

見を求めます。 

    ８番、井上哲夫委員。 

８番（井上哲夫委員） 資料は２５ページをお開きください。 

本件の申請地については、「藤沢市北消防署 長後出張所」から南東に約５０

ｍの土地になります。 

農地の区分は、５００ｍ以内に長後市民センターがあるため、「第２種農地」

と判断いたしました。 

譲受人は、土木・解体工事業を営んでおり、これまで借りていた資材置場の

契約期間満了が近づいているため、代替地を探していたところ、本社からのア

クセスもよい申請地が適地であると判断したとのことです。  

申請地は、北側及び南側が道路、東側及び西側が畑になります。 

出入口は北側で、西側は地上高約１５㎝の土留め鋼板を設置し、東側及び南

側は地上高約１５㎝のブロック土留めを設置し、土砂等の流出を防ぎます。  
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敷地内は砕石敷きで転圧処理し、雨水については、敷地内浸透処理とします。  

    地区協においては、譲受人の代理人と面談し、周辺に残る農地に影響がない

よう十分配慮することなどについて指導いたしました。  

以上であります。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第６２号について、承認をすることに御異議はございませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第６２号について、承認することに決定をい

たします。 

次に移ります。 

 日程第３、議案第６３号「非農地証明願について」を上程いたします。  

    事務局の説明を求めます。 

    山澤上級主査。 

事務局（山澤成司上級主査） それでは、「非農地証明願について」を説明させてい

ただきます。議案書は６ページをお開きください。 

地区、御所見・遠藤。番号１。申請人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、

地番、獺郷の２筆。地目、記載のとおり。地積、合計６９６㎡。内容は、一筆

は、昭和２４年頃より農業用倉庫として利用し、令和元年の台風により崩壊後、

現在に至る。もう一筆は、昭和２０年頃より鶏舎として利用し、現在に至る。

確認資料、平成８年航空写真。現地確認日、令和５年１２月１２日。 

続きまして、番号２。申請人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、地番、

遠藤の２筆、地目、記載のとおり。地積、合計１，０２７㎡。内容ですが、一

筆は、平成１０年頃より貸駐車場の敷地として利用し、現在に至る。もう一筆

は、平成１０年頃より河川区域の敷地として利用し、現在に至る。確認資料、

平成１９年航空写真です。現地確認日、令和５年１２月１２日。 
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以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。  

１２番、三上健一委員。 

１２番（三上健一委員） 資料は２７ページをお開きください。 

本件の申請地は、獺郷にある「獺郷公民館」から、南に約７００ｍの土地に

なります。 

    申請者は、申請地の一方は、昭和２０年頃から鶏舎として利用し、もう一方

は、昭和２４年頃から農業用倉庫の敷地として利用し、令和元年の台風により

崩壊後、現在に至るとのことです。 

    申請地の農地区分は、一団の農地が１０ヘクタールを超えているため、「第

１種農地」と判断いたしました。 

    第１種農地のため、原則非農地証明に該当しませんが、いずれも農業用施設

の敷地であるため、例外的に非農地を証明できるものとなります。  

    神奈川県の「農地法の適用を受けない土地に係る運用指針」に規定する非農

地の定義を全て満たしており、令和５年１２月１２日に現地調査を行い、申請

どおりであることを確認しております。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２について意

見を求めます。 

    １５番、伊澤忠治委員。 

１５番（伊澤忠治委員） 資料は２８ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、遠藤市民センターから南東に約４００ｍの土

地と、遠藤市民センターから西に約７００ｍの土地の２筆になります。 

    申請があった遠藤の一筆は、平成１０年頃から貸駐車場の敷地として利用し、
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現在に至るとのことです。 

なお、駐車場の出入口は、西側の雑種地からとなります。  

農地の区分は、５００ｍ以内に遠藤市民センターがあることから、「第２種

農地」となります。 

もう一筆は、平成１０年頃から河川区域の敷地として利用し、現在に至ると

のことです。 

農地の区分は、３００ｍ以内に慶応大学バスロータリーがあることから、「第

３種農地」となります。 

    神奈川県の「農地法の適用を受けない土地に係る運用指針」に規定する非農

地の定義を全て満たしており、令和５年１２月１２日に現地調査を行い、申請

どおりであることを確認しております。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第６３号について、承認をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第６３号について、承認することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

    日程第４、議案第６４号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく事

業計画について」を上程いたします。 

    事務局の説明を求めます。 

松下事務職員 

事務局（松下翔太郎事務職員） 本件につきましては、市街化区域における生産緑地

に指定された農地を借り受けるため、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第

４条第１項の規定に基づき、藤沢市に対し、事業計画書の提出があったため、
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同法第４条第３項の規定に基づき、市長から意見を求められたものです。  

    資料は３０ページをお開きください。 

    番号１は、１１月１４日開催の藤沢市青年等就農計画認定審査会で認定され、

藤沢市において新たに農業を開始する方です。 

当該地では、ミニトマト等を栽培し、経営していくとのことです。 

藤鵠・村岡・明治の地区協議会におきまして本人と面談をし、就農計画等に

ついて確認しております。 

なお、現地確認を行い、特段問題はございませんでした。  

    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第６４号について、承認をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

    それでは、議案第６４号について、承認することに決定をいたします。  

    次に移ります。 

日程第５、議案第６５号「特定農地貸付け承認取消しについて」を上程いた

します。 

事務局の説明を求めます。 

    山澤上級主査。 

事務局（山澤成司上級主査） それでは、「特定農地貸付け承認取消しについて」を

説明させていただきます。 

    議案書は８ページをお開きください。 

地区、藤鵠・村岡・明治。番号１。申請人、住所氏名、記載のとおり。土地

所有者、住所氏名、記載のとおり。当該農地、地番、辻堂六丁目の２筆。地目、

記載のとおり。地積、合計５２７㎡。内容、第１４号市民農園。廃止日、２０
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２４年（令和６年）３月３１日。  

資料は、３７ページをお開きください。  

本件の申請地は、「藤沢市立高砂小学校」から北西に約１５０ｍの土地にな

ります。 

    現在、藤沢市公園課が土地所有者から農地を借り受けて開設している市民農

園において、令和６年３月３１日で閉鎖する旨、申し出があったものです。 

利用者につきましては、１２月６日に廃止する旨を告知しているとのことで

す。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第６５号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第６５号について、承認することに決定をい

たします。 

次に移ります。 

日程第６、議案第６６号「農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の

申し出について」を上程いたします。  

それでは、事務局の説明を求めます。  

    松下事務職員。 

事務局（松下翔太郎事務職員） それでは、説明をさせていただきます。 

    番号１と番号３及び番号４は、用田を中心に９５５ａを耕作する方の新規借

受分及び更新借受分です。 

    新規借受分の当該地では、ナス等を栽培する予定となっております。  

番号２は、用田を中心に１０９ａを耕作する方の更新借受分です。 
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番号５は、高倉を中心に２５１ａを耕作する方の更新借受分です。 

番号６と番号７は、大庭を中心に９４ａを耕作する法人の更新借受分です。 

なお、利用権設定を行う農地については、現地確認を行い、特段問題はござ

いませんでした。 

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第６６号について、承認をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

    それでは、議案第６６号について、承認することに決定をいたします。  

次に移ります。 

日程第７、報告第２０号「農地の貸借の合意解約通知について」を上程いた

します。 

    事務局の説明を求めます。 

    松下事務職員。 

事務局（松下翔太郎事務職員） それでは、日程第７、報告第２０号「農地の貸借の

合意解約通知について」、説明をさせていただきます。  

    番号１は、別の方に貸借するため、使用貸借権を合意解約する旨の通知を受

けたものです。 

番号２は、借受人の都合により、使用貸借権を合意解約する旨の通知を受け

たものです。 

    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましては、報告事項でございますので、お目通し

の上、御質問等がございましたら、お願いをいたします。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―



24 

 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第２０号を終了いたします。 

    次に移ります。 

    日程第８、議案第６７号「農地中間管理事業に係る農業経営基盤強化促進法

に基づく農用地利用集積計画の決定について」を上程いたします。  

    なお、本議案、番号３については、農業委員等の案件となっておりますので、

農業委員会等に関する法律第３１条 議事参与の制限により、対象委員は、しば

らくの間、退席を願います。 

（対象委員 退席） 

    それでは、本議案、番号３について、事務局の説明を求めます。 

    松下事務職員。 

事務局（松下翔太郎事務職員） 番号３は、亀井野を中心に２０７ａを耕作する方の

新規借受分です。 

当該地では、トウモロコシ等を作付けしていくとのことです。  

なお、中間管理事業を行う農地については、現地確認を行い、特段問題はご

ざいませんでした。 

    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号３について意見を求めます。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第６７号、番号３について、承認をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

    それでは、議案第６７号、番号３について、承認することに決定をいたしま

す。 

    退席している委員の入室をお願いいたします。  

（対象委員 入室） 
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    次に、番号１と番号２及び番号４から番号６について、事務局の説明を求め

ます。 

    松下事務職員。 

事務局（松下翔太郎事務職員） 番号１は、葛原を中心に３４３ａを耕作する方の更

新借受分です。 

番号２は、遠藤で３９ａを耕作する方の新規借受分で、当該地では、長ネギ

等を作付けしていくとのことです。 

番号４は、亀井野で１８０ａを耕作する方の新規借受分で、当該地では、ブ

ロッコリー等を作付けしていくとのことです。 

番号５は、１１月１４日開催の藤沢市青年等就農計画認定審査会で認定され、

藤沢市において新たに農業を開始する方で、資料は、３８ページからとなりま

す。 

当該地では、多肉植物を栽培し経営していくとのことです。  

六会・長後の地区協議会におきまして、本人と面談し、就農計画等について

確認しております。 

番号６は、同じく１１月１４日開催の藤沢市青年等就農計画認定審査会で認

定され、藤沢市において新たに農業を開始する方で、資料は、４１ページから

となります。 

当該地では、サツマイモ等を栽培し経営していくとのことです。  

六会・長後の地区協議会におきまして、本人と面談し、就農計画等について

確認しております。 

なお、現地確認を行い、特段問題はございませんでした。  

    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１と番号２及び番号４から番号６について意見を求めます。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  
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議案第６７号、番号１と番号２及び番号４から番号６について、承認をする

ことに御異議はございませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第６７号、番号１と番号２及び番号４から番

号６について、承認することに決定をいたします。 

    次に移ります。 

日程第９、報告第２１号「藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告

について」を上程いたします。  

    事務局からの説明を求めます。 

松下事務職員。 

事務局（松下翔太郎事務職員） 本件につきましては、まず１４ページが「農地法第

３条の３第１項の規定による届出」でございます。 

御所見・遠藤地区が１件、六会・長後地区が１件、合計２件となっておりま

す。 

続きまして、１５ページから１６ページまでが「農地法第４条第１項第７号

の規定による転用届出」でございます。 

六会・長後地区が３件、藤鵠・村岡・明治地区が４件、合計７件となってお

ります。 

続きまして、１７ページから１９ページまでが「農地法第５条第１項第６号

の規定による転用届出」でございます。 

六会・長後地区が５件、藤鵠・村岡・明治地区が３件、合計８件となってお

ります。 

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましては、いずれも報告事項でございますので、

お目通しの上、御質問等がございましたらお願いをいたします。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第２１号を終了いたします。 
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    それでは、本日予定をしておりました議事については、全て終了いたしまし

た。 

以上をもちまして、１２月の総会を閉会といたします。 

 

閉会 午後３時３４分 
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以上のとおり相違ありません。  

 

議  長      齋 藤 義 治 

 

署名委員（   番） 

 

署名委員（   番） 

  


